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♪こがくらんらん♪ 

令和３年11月号 

小ヶ倉小学校と南長崎小学校で運動会が開催されました！ 

 10月３日（日）に小ヶ倉小学校、10月24日（日）に南長崎小学校におい

て、運動会が開催されました。 

 例年、両校とも運動会は毎年５月に行われていますが、新型コロナウ

イルス感染症の影響で、感染防止対策をとりながら、昨年に引き続き２

学期の開催となりました。 

 小ヶ倉小は「協力しあい 小ヶ倉っ子 みんなの元気をひとつにあわせ

よう。」、南長崎小は「全力で挑戦し、心に残る運動会にしよう」のテーマ

のもと、両校の児童は一生懸命、競技や応援に取り組んでいました。 

 両日とも秋晴れに恵まれ、子どもたちや参観された方、皆さんが思い

出に残る運動会になったのではないでしょうか。 

小ヶ倉小学校の２年生が小ヶ倉合同庁舎を探検しました！ 

 ９月28日（火）に、小ヶ倉小学校２年生児童が「わたしの町はっけん」の学習で、小ヶ倉地域

センターと小ヶ倉地区ふれあいセンターを見学しました。 

 子どもたちからは、「どんな仕事をしていますか？」や「たいへんな仕事は何ですか？」など

の質問をしながら、合同庁舎内を探検しました。 

小ヶ倉神社のしめ縄が新しくなりました。 

（地域センター見学の様子） 

小ヶ倉合同庁舎の外壁改修・屋上防水工事が行われます。 

 小ヶ倉合同庁舎では、10月末から令和４年２月末にかけ

て、外壁改修・屋上防水工事が行われます。 

 10月23日に、正面玄関側の駐車場内にコンテナハウス

が設置され、工事の準備が始まりました。 

 10月末以降は正面玄関側駐車場を使用することができ

なくなります（身障者用駐車場１台は駐車可能です）。裏側

（小ヶ倉神社側）の駐車場は使用可能ですので、そちらを

ご利用ください。ただ、普段より駐車できる台数

が少なくなりますので、混雑時は満車となる場

合があります。 

 利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、

どうぞよろしくお願いいたします。 

（正面側駐車場⇒使用できません） （裏側側駐車場⇒使用できます） 

 

車で来庁される方は、裏側駐車場（小ヶ倉神社側）

をご利用ください。 

☚
【
小
ヶ
倉
小
学
校
】 

５
・
６
年
生
に
よ
る

「
小
ヶ
倉
ソ
ー
ラ
ン
」 

☚
【
南
長
崎
小
学
校
】 

１
・
２
年
生
に
よ
る

「
チ
コ
チ
コ
チ
ー 

早

く
し
な
い
と
！
」 

 小ヶ倉町大山祇神社（小ヶ倉町２丁目）で、10月24日（日）、新しいしめ縄が鳥居に

取り付けられました。 

 朝早くから神社下の広場に氏子や地域の方々約30人が参加して、半日をかけてし

め縄を作り、新調したしめ縄に掛け替えました。去年、今年と新型コロナウイルスで

大変な一年だったこともあって、来年はくんちが開催できるようにと、願いを込めて

作ったそうです。 

 今年は、おくんちは中止となり、11月3日（祝）に関係者のみで神事が行われます。 
（しめ縄を取り付ける様子） 



地域センター 期日 時間 予約期限 

中央 
11/28（日） 

8：45～16：30 
11/18（木） 

12/12（日） 12/3（金） 

三和 11/28（日） 9：00～17：00 11/18（木） 

※予約専用ダイヤル：829-1798 

※WEB予約は、パソコン・スマホから専用予約サイトで行ってく

ださい。専用予約サイトは、届いたはがき・お手紙に記載の

QRコード等からお進みください。 

※左記の地域センター以外（西浦上、東長崎、琴海）でも休日

交付を行っています。詳しくは広報ながさき11月号をご覧くだ

さい。 

休日交付窓口・予約期限等 

 休日にもマイナンバーカードの交付、電子証明書の更新などの受付を中央地域センター他４カ所の地域セン

ターで行っています。小ヶ倉・ダイヤランド地域の最寄りの地域センターと、予約期限等は次のとおりです。 

マイナンバーカードの休日交付について 
【問合せ先】住民情報課 ☎ 829-1424 

 新型コロナウイルスの急速な感染拡大により、令和３年８月から９月にかけて長崎県より要請された市民へ

の不要不急の外出自粛や飲食店等への営業時間短縮により、影響を受け、事業収入が減少した市内の中

堅・中小事業者のうち、国の「月次支援金（８月、９月分）」の対象要件（減収率50％以上）を満たさない事業者

に対し、一時金を支給します。 

長崎市中小事業者等一時金（第３期）の申請について 
【問合せ先】専用コールセンター ☎ 050－8881－8742 午前９時～午後５時まで（土日祝日を除く）  

国の「月次支援金」の

ことについては、下記

窓口までお問合せくだ

さい。 

 
☎0120-211-240 
（午前８時30分～午後７時） 

11月30日（火） 
※消印有効 

ミカンコミバエまん延防止に係るテックス版（誘殺板）の設置について 

 長崎市において、果樹・野菜の害虫であるミカンコミバエが確認されたことから、国の機関である植物防疫所長

崎出張所が、県、市及びJAと協力し、防除作業（テックス板（誘殺板）設置）を、下記の箇所で行っています。 

 テックス板（誘殺板）は、素手で触れないでください。触れてしまった場合は、すぐに石鹸で洗い流してください。 

【問合せ先】  

農林水産省門司植物防疫所長崎出張所 ☎095-822-2691 

長崎県農産園芸課               ☎095-895-2933 

長崎市農林振興課               ☎095-820-6564 

【テックス板（誘殺板）設置箇所】※小ヶ倉・ダイヤランド地域近辺 

 町名：小ヶ倉町、新小が倉、ダイヤランド、大山町、磯道町 

     ※車道沿いの樹木の枝などに付けます。 

※ミカンコミバエは人畜に毒性・寄生性はありません。 

令和３年８月、９月の事業収入のうち20％以上50％未

満減少している月がある場合は 

全ての業種の事業者が申請対象になり得ます。 
●50％以上減少している月は、国の「月次支援金」の

対象となり得ます。 
※50％以上減少している月については、長崎市（長崎市中小

事業者等一時金）への申請はできません。 

申請期限 

●申請書類は小ヶ倉地域センター等に設置しておりますので、必要な方は窓口までお申し出ください。 

●申請方法や対象事業者など詳しくは市のホームページか、専用コールセンターへお問い合わせください。 

（最近のツイート ザクロが実をつけていました！） 

小ヶ倉地域センターのTwitter更新中です！ 

 ９月に開設しました小ヶ倉地域センターのTwitterは、続々ツ

イートを行っています。 

 地域センター窓口関係の諸手続きの情報、合同庁舎外壁改

修・屋上防水工事の状況や、地域センター職員が気づいた

ちょっとしたこともツイートします。 

 スマホやパソコンをお使いの皆さん、「小ヶ倉地域センター」

をお気軽にフォローしてください！ 


